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報告第５号 

   令和５年度大和市継続費精算報告について 
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報告第６号 

   令和５年度大和市健全化判断比率について 

 令和５年度大和市健全化判断比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定により、監査委員の意見を付けて別記

のとおり報告する（審査意見書は、別冊のとおり。）。 

 令和６年８月２９日提出 

大和市長 古谷田  力   
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令和５年度大和市健全化判断比率 

 

  （単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― ― ４．３ ３９．８ 

（１１．３２） （１６．３２） （２５．０） （３５０．０） 

備考 

１ 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、「―」と記載している。 

２ 括弧内の数値は、大和市の早期健全化基準である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－6－



 

 

報告第７号 

   令和５年度大和市資金不足比率について 

 令和５年度大和市資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律

（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、監査委員の意見を付けて別記

のとおり報告する（審査意見書は、別冊のとおり。）。 

 令和６年８月２９日提出 

大和市長 古谷田  力   

 

－7－



 

 

令和５年度大和市資金不足比率 

 

 （単位：％）                 

特別会計の名称 資金不足比率 

病院事業会計 
― 

（２０） 

下水道事業会計 
― 

（２０） 

備考 

１ 資金不足額がない場合は、「―」と記載している。 

２ 括弧内の数値は、大和市の経営健全化基準である。 

－8－



 

 

認定第１号 

   令和５年度大和市一般会計歳入歳出決算について 

 令和５年度大和市一般会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付けて認定を求める（決算書及び

審査意見書は、別冊のとおり。）。 

 令和６年８月２９日提出 

                          大和市長 古谷田  力 

－9－



 

 

認定第２号 

   令和５年度大和市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について 

 令和５年度大和市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付けて認定を求

める（決算書及び審査意見書は、別冊のとおり。）。 

 令和６年８月２９日提出 

大和市長 古谷田  力   

 

  

－10－



 

 

認定第３号 

   令和５年度大和市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について 

 令和５年度大和市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付けて認定を求める

（決算書及び審査意見書は、別冊のとおり。）。 

 令和６年８月２９日提出 

大和市長 古谷田  力   

－11－



 

 

認定第４号 

   令和５年度大和市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算について 

 令和５年度大和市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付けて認定を

求める（決算書及び審査意見書は、別冊のとおり。）。 

 令和６年８月２９日提出 

大和市長 古谷田  力   

  

－12－



 

 

認定第５号 

   令和５年度大和市病院事業会計決算について 

 令和５年度大和市病院事業会計決算について、地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第３０条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて認定を求める（決算書

及び審査意見書は、別冊のとおり。）。 

 令和６年８月２９日提出 

大和市長 古谷田  力   

 

  

－13－



 

 

認定第６号及び議案第５１号 

   令和５年度大和市下水道事業会計決算及び利益の処分について 

 令和５年度大和市下水道事業会計決算について、地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第３０条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて認定を求め（決算書及

び審査意見書は、別冊のとおり。）、及び利益の処分について、同法第３２条第２項の規

定により議決を求める（剰余金処分計算書は、別冊のとおり。）。 

 令和６年８月２９日提出 

大和市長 古谷田  力   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

－14－



 

 

議案第５２号 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

条例の一部を改正する条例について 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。 

 令和６年８月２９日提出 

                          大和市長 古谷田  力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）が施行されたことに伴

い、所要の改正を行いたい必要による。  

－15－



 

 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

条例の一部を改正する条例 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（平

成２７年大和市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「別表第１の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第

２の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特

定個人番号利用事務」を「次に掲げるもの」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 別表の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務 

(2) 市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事務 

第４条第２項中「別表第２の左欄に掲げる機関」を「市長又は教育委員会」に、「同表

の中欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」に、「同表の右欄に掲げる特定個人情

報」を「利用特定個人情報」に、「当該機関」を「自ら」に改め、同項ただし書中「特定

個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同条第３項中「特定個人番号利用事務」を「第

１項第３号に掲げる事務」に、「利用特定個人情報で」を「規則で定める特定個人情報で」

に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。 

この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 

第５条第１項第１号中「別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に掲げる機関」

を「市長が教育委員会に対し、又は教育委員会が市長」に、「同表の第２欄に掲げる事務」

を「特定個人番号利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個

人情報」に、「特定個人情報を」を「利用特定個人情報を」に改め、同項第２号中「番号

法別表第２の第２欄」を「前条第１項第３号」に、「同表の第４欄に掲げる」を「規則で

定める」に改める。 

別表第２及び別表第３を削り、別表第１を別表とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５３号 

大和市市税条例の一部を改正する条例について 

大和市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和６年８月２９日提出 

                          大和市長 古谷田  力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）

が施行されたこと等に伴い、所要の改正を行いたい必要による。  
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大和市市税条例の一部を改正する条例 

大和市市税条例（平成２年大和市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

附則第１３項第５号及び第６号中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第

２５項第３号」に改め、同項第７号中「附則第１５条第２５項第３号」を「附則第１５条

第２５項第４号」に改め、同項第８号を削り、同項第９号中「附則第１５条第３３項」を

「附則第１５条第３２項」に改め、同号を同項第８号とし、同項第１０号中「附則第１５

条第４２項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同号を同項第９号とし、同項中第１１

号を第１０号とし、第１２号を第１１号とする。 

別表特定非営利活動法人大和市サッカー協会の項中「令和６年９月３０日」を「令和

１１年９月３０日」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

２ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた地方税法等の一部を

改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）附則第１５条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定す

る特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。  
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議案第５４号 

大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和６年８月２９日提出 

                          大和市長 古谷田  力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）が公布されたことに伴

い、所要の改正を行いたい必要による。  
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大和市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

大和市国民健康保険条例（昭和３４年大和市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「第９項」を「第５項」に、「、若しくは」を「、又は」に改め、「又は同条

第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合」

を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の

整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりなお

従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対す

る罰則の適用については、なお従前の例による。  

－20－



 

 

議案第５５号 

大和市下水道条例の一部を改正する条例について 

大和市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年８月２９日提出 

大和市長 古谷田  力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、下水道使用料の額の改定等をしたい必要による。 
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「

」

「 

」 

大和市下水道条例の一部を改正する条例 

大和市下水道条例（平成６年大和市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「が専属する」を「を選任している」に改める。 

 

表水泳場汚水の項中「１０６円」を「１３１円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

第７条の改正規定並びに附則第４項及び第５項の規定は、令和６年１０月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第３の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日

前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、施行日以後初めて行われる計量に基づき算出される使用料は、

施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて、日割りにより算定する。 

別表第３一般汚水の項中「６７５円」を「８３３円」に、 

１１２円  

１２５円  

１３９円  

１５９円  

１８８円 を

２０１円  

２１５円  

２４９円  

２６４円  

 

１３８円

に改め、同表浴場汚水の項中「１４円」を「１７円」に改め、同

１５４円

１７１円

１９６円

２３２円

２４８円

２６５円

３０７円

３２６円
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（大和市寄附条例の一部改正） 

４ 大和市寄附条例（平成１９年大和市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２号中「平成１４年条例第２０号」を「平成１４年大和市条例第２０号」に

改める。 

第３条第２項中「昭和４３年条例第１１号」を「昭和４３年大和市条例第１１号」に

改め、「大和市病院事業会計」の次に「及び大和市下水道事業会計」を加える。 

（大和市水洗便所改造資金助成条例の一部改正） 

５ 大和市水洗便所改造資金助成条例（昭和４４年大和市条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条第３項中「、」の次に「納入通知書又は」を加える。  
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議案第５６号 

物品購入契約の締結について 

令和６年度教育用端末機について、次のとおり物品購入契約を締結したいので、議決を

求める。 

１ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

２ 契約の相手方  大和市中央三丁目７番１９号 

株式会社有隣堂 大和営業所 

          所長 小 室 裕 章 

３ 契 約 金 額  ７５，８３８，４００円 

４ 納 入 場 所  大和市上和田８３２番地 

大和市立桜丘小学校 

 令和６年８月２９日提出 

大和市長 古谷田  力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 令和６年度教育用端末機を購入したい必要による。 
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